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特定空家等にかかる手続きの流れ 

 
特定空家等の認定 

 

・財産管理人制度の活用 

 

・緊急安全措置 

（豊川市空家等の適切な管理

に関する条例第4条） 

 

・略式代執行 

（空家法14条10項） 

 助言・指導 

（空家法14条1項） 

勧告 

（空家法14条2項） 

命令 

（空家法14条3項） 

行政代執行 

（空家法14条9項） 

助言又は指導をしても改善さ

れないとき 

正当な理由なく勧告に従わないとき 

命令に従わず、措置を履行しない、履行

が十分でない、履行しても期限までに完

了しないとき 

【措置】固定資産税住宅用地特例の除外 

【措置】標識の設置等による公示・過料の発生 

【措置】所有者等からの費用徴収 

 
所有者等の調査 

 
「特定空家等」の判断のための調査（原則5日前に通知） 

 
「特定空家等」候補 

 

 

法に基づく立入調査 

 

・建築士会に業務委託 

 

判定資料の作成 

 

「特定空家等」 

非該当 経過観察・任意の助言

等の継続 

庁内連絡会議・空家等対策協議会で協議 

（緊急安全措置が必要な場合は認定後に報告） 


